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店名・店番号変更のお知らせ 

 

 

株式会社第四北越フィナンシャルグループ（代表取締役社長：並木 富士雄）は、関係当局の認可等が

得られることを前提として、2021 年 1 月に子銀行である株式会社第四銀行（取締役頭取：並木 富士雄、

以下「第四銀行」といいます。）と株式会社北越銀行（取締役頭取：佐藤 勝弥、以下「北越銀行」とい

い、第四銀行と北越銀行を総称して「両行」といいます。）の合併およびシステム事務統合を予定してお

ります。 

今般、合併およびシステム事務統合に先立ち、本年 2019年 5月から 2019年 10月までの間に、5回に

分けて両行の一部営業店の店名・店番号（※1）を順次変更させていただきますので、下記のとおりお知

らせいたします。 

 お客さまには、お手数・ご不便をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 
 

※1. 店番号：金融機関の本支店に割り当てられている 3桁の番号。普通預金通帳の表紙やキャッ 

    シュカード表面に表示されています。 

 

記 

 

１．店名・店番号の変更理由 

全国の金融機関が利用する「全銀システム」では、各金融機関の各営業店を「金融機関コード」

「店名」「店番号」で判別していることから、金融機関は営業店毎に異なる「店名」「店番号」を設

定する必要があります。 

そのため、2021 年 1 月（予定）の両行合併後、同一銀行に店名または店番号が同一（以下「重

複」といいます。）の営業店が並存すると、お振込み等の取引において支障をきたすことから、重複

を解消するために合併に先立ち、店名・店番号を変更させていただくことといたしました（※2）。 

現在、両行間で店名または店番号が重複している営業店の組み合わせが 56ケースございます。 

なお、店名変更する営業店は、一部（※3）を除いて 2021 年 1 月（予定）の両行合併から約 3 年

間で店舗統合（移転）を予定しております。対象となる営業店は 2019年 2月 8日付「子銀行合併後

に実施する予定の店舗統合(移転)に関するお知らせ」をご覧ください。 
 
※2. 店名が重複しない場合でも、店番号の重複があって店番号を変更する場合、システム上の都

合により、当該店の店名も変更させていただきます。 

※3. 店名変更するが店舗統合（移転）しない店舗（50音順） 

第四銀行 石山支店、今町支店、木戸支店 

北越銀行 
浦和支店、柏崎東支店、加茂支店、県央つばめ支店、三条支店、直江津支店、 

藤見町支店、本店営業部、前橋支店、南新潟支店 
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２．変更日・変更対象の営業店 

以下の日程で店名・店番号を順次変更させていただきます。詳細は別紙「店名・店番号変更のお

知らせ」をご覧ください。 

店名・店番号変更日  店名変更日 

2019年 

5月 20日（月） 

2019年 

7月 22日（月） 

2019年 

8月 26日（月） 

2019年 

10月 28日（月） 
 

2019年 

9月 2日（月） 

北越銀行  第四銀行 

10ヵ店 10ヵ店 9ヵ店 10ヵ店  17ヵ店 

 

３．本件に関するお問い合わせ先 

店名・店番号を変更する営業店のお客さまには、変更日の約 2 ヶ月前に詳しいご案内を送付させ

ていただきます。本件に関するお問い合わせは、以下のお問い合わせセンターまたは最寄りの第四

銀行・北越銀行の窓口までお問い合わせください。 

お問い合わせ先 電話番号（フリーダイヤル） 受付時間 

第四銀行 お問い合わせセンター 0120－326－523 2019年 2月 12日(火)より 

9:00～17:00 

（土日等の銀行休業日を除く） 北越銀行 お問い合わせセンター 0120－892－311 

 

以 上 
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